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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全質量に対して、銅（Ｃｕ）７質量％～２０質量％、錫（Ｓｎ）１質量％～７質量％、
炭素（Ｃ）０．２質量％～２．０質量％、ニッケル（Ｎｉ）０．３質量％～４質量％、ホ
ウ素（Ｂ）０．０１質量％～０．４質量％、及びクロム（Ｃｒ）０．０２質量％～０．６
質量％を含有し、残量は鉄（Ｆｅ）からなる滑り軸受け用組成物を焼結して形成される滑
り軸受け。
【請求項２】
　滑り軸受けが、内径部を備えたボディを有し、前記内径部に軸が回転できるように挿入
される、ブッシュ型のものである請求項１に記載の滑り軸受け。
【請求項３】
　滑り軸受け用組成物が、全質量に対して、モリブデン（Ｍｏ）０．０５質量％～０．５
質量％、バナジウム（Ｖ）０．０１質量％～０．３質量％、タングステン（Ｗ）０．０５
質量％～０．５質量％、マンガン（Ｍｎ）０．０１質量％～０．０５質量％及びシリコン
（Ｓｉ）０．０２質量％～０．２質量％からなる群から選択される少なくとも１種を更に
含む請求項１に記載の滑り軸受け。
【請求項４】
　滑り軸受け用組成物において、錫（Ｓｎ）を銅－錫の合金（Ｃｕ－Ｓｎ）粉末状で含み
、前記銅－錫合金における前記錫の含量が、２０質量％～５０質量％である請求項１から
３のいずれかに記載の滑り軸受け。
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【請求項５】
　滑り軸受けが、全体積に対して、１５体積％～２５体積％の気孔を内部に有する請求項
１に記載の滑り軸受け。
【請求項６】
　気孔が潤滑油を含浸し、前記潤滑油が、４０℃で８０ｃＳｔ～２４０ｃＳｔ範囲の動粘
度と１５０～２８０の粘度指数を有する請求項５に記載の滑り軸受け。
【請求項７】
　潤滑油が、ジチオリン酸亜鉛、リン酸アミン、ジチオカルバメート、硫黄化合物、リン
化合物及びホウ素化合物からなる群から選択される少なくとも１種の耐磨耗性極圧性添加
剤を、潤滑油の総体積に対して０．４体積％～６．８体積％含む請求項６に記載の滑り軸
受け。
【請求項８】
　潤滑油が、黒鉛、二硫化モリブデン（ＭｏＳ２）、ポリテトラフルオロエチレン及びテ
フロン（登録商標）からなる群から選択される少なくとも１種の固体潤滑剤を、潤滑油の
総体積に対して、１．５体積％～２５体積％含む請求項６又は７に記載の滑り軸受け。
【請求項９】
　全質量に対して、銅（Ｃｕ）７質量％～２０質量％、錫（Ｓｎ）１質量％～７質量％、
炭素（Ｃ）０．２質量％～２．０質量％、ニッケル（Ｎｉ）０．３質量％～４質量％、ホ
ウ素（Ｂ）０．０１質量％～０．４質量％、及びクロム（Ｃｒ）０．０２質量％～０．６
質量％を含有し、残量は鉄（Ｆｅ）からなる滑り軸受け用組成物粉末を調製し；
　前記粉末を混合し；
　前記混合した粉末を加圧して軸挿入用の内径部を備えたブッシュ型軸受けの加圧成形体
を製造し；
　前記加圧成形体を、１，０００℃～１，１５０℃の温度で１５分間～５０分間加熱しな
がら焼結して焼結体を形成し；
　浸炭熱処理、窒化熱処理及び高周波熱処理からなる群から選択される少なくとも１つの
熱処理方法で前記焼結体を熱処理して微細組織を硬化させ；そして
　硬化された前記焼結体に潤滑油を含浸させることを含むブッシュ型滑り軸受けの製造方
法。
【請求項１０】
　滑り軸受け用組成物が、全質量に対して、モリブデン（Ｍｏ）０．０５質量％～０．５
質量％、バナジウム（Ｖ）０．０１質量％～０．３質量％、タングステン（Ｗ）０．０５
質量％～０．５質量％、マンガン（Ｍｎ）０．０１質量％～０．０５質量％及びシリコン
（Ｓｉ）０．０２質量％～０．２質量％からなる群から選択された少なくとも１種の粉末
を更に含む請求項９に記載の滑り軸受けの製造方法。
【請求項１１】
　滑り軸受け用組成物が、錫（Ｓｎ）を銅－錫合金（Ｃｕ－Ｓｎ）粉末状で含み、前記銅
－錫合金における前記錫の含量が、２０質量％～５０質量％である請求項９又は１０に記
載の滑り軸受けの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焼結体の形態で製造される耐磨耗性の向上した滑り軸受けに関し、特に、内
部に挿入された軸が円滑に回転可能なブッシュ型滑り軸受けに関する。より詳しくは、本
発明は、焼結体として製造され、優れた耐磨耗性及び耐荷重性を有すると共に、給油周期
を延長できる耐磨耗性に優れたブッシュ型滑り軸受け及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、産業機械及び建設機械は、多数の可動部及び軸回転部を有している。この可動
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部には、軸受けが設けられ、特に軸回転部には、通常、軸と軸孔との間に配置され、軸と
軸孔との間の摩擦抵抗を低減させる、ブッシュ型滑り軸受けが設けられるが、このような
装置においては、一定期間ごとに潤滑油を補給することが行われる。
【０００３】
　従来、このようなブッシュ型滑り軸受けとして、主に真鍮又は鉄系の軸受けが使用され
ている。
【０００４】
　最近、給油間隔（給油周期）を延長し、又は、給油すること無しに使用できる軸受けで
あって、前記ブッシュ型滑り軸受けを焼結体として製造した後、これに潤滑油を含浸する
ことにより、潤滑油を頻繁に供給することなく軸と軸孔との間の摩擦抵抗を低減させるこ
とができるオイルレス型滑り軸受けが導入使用されている。
【０００５】
　前述のような軸受けは、主に多量の軟質な銅（Ｃｕ）粒子を、鉄（Ｆｅ）から形成され
るマルテンサイトに分散させることで緻密化が保持されるようになっているが、高表面圧
及び高温の滑り条件下で潤滑膜が割れる場合、前記軸受けは、相対材である鉄（Ｆｅ）系
合金から形成される軸との摩擦によって焼着する。
【０００６】
　上記の問題点を改善するため、軸受けに種々の潤滑油を含浸させる試みが行われている
。一例として、韓国特許第０２６１３６９号には、２６０ｃＳｔ～９５０ｃＳｔ範囲内の
粘度を有する潤滑油を軸受けに含浸させることが提案されている。
【０００７】
　しかし、このような従来の軸受けは、高表面圧及び低速の条件下で使用される場合、例
えば、３ｋｇｆ／ｍｍ２～８ｋｇｆ／ｍｍ２程度の高表面圧、及び１ｃｍ／ｓｅｃ～５ｃ
ｍ／ｓｅｃ程度の低速の環境下で使用されると、摩擦熱によって軸受け及びその周辺の温
度が急に上昇して潤滑油の粘度が低下する。これにより、鉄系材質の軸とこの軸と同材質
の軸受けとの間で金属間接触が発生し、軸受けの摩擦特性が低下するという問題が発生す
る。
【０００８】
　上記の問題発生を防止するためには、軸受けに潤滑油を頻繁に補給する必要があるが、
この場合は、補給頻度が短くなるという問題が発生する。
【０００９】
　このように、前記軸受けに含浸する潤滑油は、一般に高温及び高表面圧の条件下で劣化
し易くなり、単に潤滑油を含浸しただけでは、潤滑機能が十分に発揮できないため、この
ような状態では、当然、金属間接触が発生する。
【００１０】
　なお、上記のように金属間接触による金属間の磨耗挙動から観察すると、摩擦時に発生
する高温による金属間焼着現象及び高表面圧による金属の塑性変形現象が発生し、これに
より、軸受けの異常磨耗だけでなく相対材である軸の異常磨耗が招来され、軸と軸受けシ
ステム全体の損傷が生じ易い。特に、塑性変形が発生すると、鉄（Ｆｅ）から形成される
マルテンサイトに分散させた軟質粒子である銅（Ｃｕ）の硬度が低いため、変形がひどく
なり、これによって、軸受けの磨耗が加速される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明は、軸と軸受けとの摩擦時、低摩擦の特性を示しながら高表面圧下
で塑性変形が発生しない低摩擦及び高表面圧特性を有する耐磨耗性焼結体を開発し、この
焼結体を用いて滑り軸受けを製造することにより、軸受けの耐磨耗性を向上させると共に
軸受けの給油周期を延長させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明の一態様においては、全質量に対して、銅（Ｃｕ）７質量％～２０質量％、錫（
Ｓｎ）１質量％～７質量％、炭素（Ｃ）０．２質量％～２．０質量％、ニッケル（Ｎｉ）
０．３質量％～４質量％、ホウ素（Ｂ）０．０１質量％～０．４質量％及び残量の鉄（Ｆ
ｅ）を含む滑り軸受け用組成物を焼結して形成された滑り軸受けを提供する。なお、本発
明による滑り軸受けは、焼結により焼結体の形態で製造されているので、「滑り軸受け焼
結体」とも呼ぶ。
【００１３】
　本発明に係る滑り軸受けは、内径部を備えたボディを有し、この内径部には軸が回転可
能に挿入される、ブッシュ（ｂｕｓｈ）型滑り軸受けであることができる。本発明に係る
滑り軸受けに適用される軸としては、特に制限されないが、鉄又は金属で形成することが
できる。
【００１４】
　本発明の好適な一例によれば、前記滑り軸受け組成物は、全質量に対して、クロム（Ｃ
ｒ）０．０２質量％～０．６質量％、モリブデン（Ｍｏ）０．０５質量％～０．５質量％
、バナジウム（Ｖ）０．０１質量％～０．３質量％、タングステン（Ｗ）０．０５質量％
～０．５質量％、マンガン（Ｍｎ）０．０１質量％～０．０５質量％及びシリコン（Ｓｉ
）０．０２質量％～０．２質量％からなる群から選択される少なくとも１種を更に含むこ
とができる。
【００１５】
　本発明において、前記滑り軸受け用組成物の構成成分である、銅（Ｃｕ）、錫（Ｓｎ）
、炭素（Ｃ）、ニッケル（Ｎｉ）、ホウ素（Ｂ）、鉄（Ｆｅ）、クロム（Ｃｒ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、タングステン（Ｗ）、マンガン（Ｍｎ）及びシリコン
（Ｓｉ）は、粉末状で使用することができ、それぞれの市販品を購入して使用することが
できる。上記の構成成分は、別々の粉末として使用することがき、２つ以上の成分が合金
形態で存在する合金粉末を購入して使用することもできる。合金粉末を使用する場合は、
合金粉末における各成分の比率を計算して成分別に添加量を決定する必要がある。
【００１６】
　本発明の好適な一例によれば、前記錫（Ｓｎ）は、銅と錫との合金（Ｃｕ－Ｓｎ）粉末
状で含まれてもよい。前記銅と錫との合金は、青銅として知られている。なお、錫（Ｓｎ
）は、その含量が少ないため、銅－錫合金により十分量が供給されるが、銅（Ｃｕ）は、
銅－錫合金により十分量が供給されないことがあり得る。銅－錫合金により銅が十分に供
給されない場合は、銅粉末を別に添加したり、銅と他の金属との合金を添加することがで
きる。なお、本発明の好適な一例によれば、前記銅－錫合金において、前記錫の含量は、
２０質量％～５０質量％であってもよい。
【００１７】
　また、他の例として、ホウ素（Ｂ）は、炭素と結合したＢ４Ｃのような炭化物の形態で
提供してもよく、又は、ニッケル（Ｎｉ）と結合したＢ－Ｎｉ形態のホウ化物として提供
してもよい。更に、前記ホウ素は、クロム（Ｃｒ）と結合したＢ－Ｃｒ形態のホウ化物、
シリコン（Ｓｉ）と結合したＢ－Ｓｉ形態のホウ化物として提供してもよい。
【００１８】
　本発明に係る前記滑り軸受けは、成形及び焼結の際に、適度な気孔を有することが好ま
しく、一例として、前記滑り軸受けは、全体積に対して、１５体積％～２５体積％の気孔
を内部に形成してもよい。
【００１９】
　また、本発明に係る前記滑り軸受けの気孔には潤滑油が含浸されることで、軸受けの使
用時における軸との摩擦を低減することができる。したがって、本発明によれば、前記滑
り軸受けは、全体積に対して、１５体積％～２５体積％の潤滑油を内部に含むことができ
る。
【００２０】
　本発明に係る滑り軸受けに適用される潤滑油としては、特に制限されないが、当業者で
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あれば、必要に応じて適切な潤滑油を選択して使用することができる。商業的に利用可能
な潤滑油を使用できることはいうまでもない。
【００２１】
　本発明の好適な一例によれば、前記気孔に含浸可能な潤滑油としては、４０℃で８０ｃ
Ｓｔ～１０００ｃＳｔ範囲の動粘度及び１５０～２８０の粘度指数を有する潤滑油を使用
することができる。より好ましくは、前記滑り軸受けには、８０ｃＳｔ～２４０ｃＳｔ範
囲の動粘度及び１５０～２８０の粘度指数を有する潤滑油を使用することができる。
【００２２】
　また、必要により種々の添加剤を前記潤滑油に添加することにより、滑り軸受けが適用
される特定の条件に合うように潤滑油の物性を向上させることができる。
【００２３】
　本発明の好適な一例によれば、前記潤滑油は、ジチオリン酸亜鉛、リン酸アミン、ジチ
オカルバメート、硫黄化合物、リン化合物及びホウ素化合物からなる群から選択される少
なくとも１種の耐磨耗性極圧性添加剤を更に含むことができる。前記耐磨耗性極圧性添加
剤は、含浸される潤滑油の総体積に対して、０．４体積％～６．８体積％添加することが
できる。
【００２４】
　更に、前記潤滑油は、黒鉛、二硫化モリブデン（ＭｏＳ２）、ポリテトラフルオロエチ
レン及びテフロン（登録商標）からなる群から選択される少なくとも１つの固体潤滑剤を
更に含むこともできる。前記固体潤滑剤は、含浸される潤滑油の総体積に対して、１．５
体積％～２５体積％添加されてもよい。
【００２５】
　前記潤滑油に、前記耐磨耗性極圧性添加剤と前記固体潤滑剤とを共に添加して使用でき
ることはいうまでもない。
【００２６】
　また、本発明は、ブッシュ型滑り軸受けの製造方法を提供する。本発明の製造方法は、
全質量に対して、銅（Ｃｕ）７質量％～２０質量％、錫（Ｓｎ）１質量％～７質量％、炭
素（Ｃ）０．２質量％～２．０質量％、ニッケル（Ｎｉ）０．３質量％～４質量％、ホウ
素（Ｂ）０．０１質量％～０．４質量％及び残量の鉄（Ｆｅ）を含む滑り軸受け組成物用
粉末を調製し（Ｓ１０）、前記用意した粉末を混合し（Ｓ２０）、前記混合した粉末を加
圧して軸挿入用の内径部を備えたブッシュ型軸受けの加圧成形体を製造し（Ｓ３０）、前
記成形体を１，０００℃～１，１５０℃の温度で１５分間～５０分間加熱しながら焼結し
て焼結体を製造し（Ｓ４０）、前記焼結体を浸炭熱処理、窒化熱処理及び高周波熱処理か
らなる群から選択される少なくとも１つの熱処理方法で処理して微細組織を硬化させ（Ｓ
５０）、そして前記硬化された焼結体に潤滑油を含浸させる（Ｓ６０）ことを含む。
【００２７】
　本発明の好適な一例によれば、全粉末質量に対して、クロム（Ｃｒ）０．０２質量％～
０．６質量％、モリブデン（Ｍｏ）０．０５質量％～０．５質量％、バナジウム（Ｖ）０
．０１質量％～０．３質量％、タングステン（Ｗ）０．０５質量％～０．５質量％、マン
ガン（Ｍｎ）０．０１質量％～０．０５質量％及びシリコン（Ｓｉ）０．０２質量％～０
．２質量％からなる群から選択される少なくとも１種の粉末を、前記粉末調製段階で更に
含むことができる。
【００２８】
　前記滑り軸受け用組成物の構成成分である銅（Ｃｕ）、錫（Ｓｎ）、炭素（Ｃ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）、ホウ素（Ｂ）、鉄（Ｆｅ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナ
ジウム（Ｖ）、タングステン（Ｗ）、マンガン（Ｍｎ）及びシリコン（Ｓｉ）は、粉末状
で使用されるが、それぞれの市販品を購入して使用することができる。前記構成成分は、
別々の粉末として使用してもよく、２つ以上の成分が合金形態で存在する合金粉末を購入
して使用してもよい。合金粉末を使用する場合は、合金粉末における各成分の比率を計算
して成分別に添加量を決定する必要がある。
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【００２９】
　本発明の好適な一例によれば、前記錫（Ｓｎ）は、銅と錫との合金（Ｃｕ－Ｓｎ）粉末
形態で含まれることができる。
　また、前記成形体の製造ステップでは、成形体の内部気孔率が１５％～２５％となるよ
うに製造することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る滑り軸受けは、高温及び高表面圧下でも最適の摩擦特性を維持することが
でき、耐磨耗性に優れ、かつ給油周期が延長される効果を奏することができる。また、本
発明に係る滑り軸受けを使用する場合は、互いに接触して駆動する軸と軸受けとが優れた
耐磨耗性を有すると共に、耐荷重性が増大して塑性変形に対する抵抗性が向上する。
　本発明に係る滑り軸受けは、特に鉄又は鋼鉄で形成された軸に有利に適用できる。その
理由は、本発明の滑り軸受けは、特に鉄又は鋼鉄材質との滑り性に優れているためである
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明の一例に係るブッシュ型の耐磨耗性滑り軸受けを示す断面図であ
る。
【図２】図２は、本発明の一例に従って焼結体として製造された耐磨耗性滑り軸受けの焼
結体組織の例を示す顕微鏡写真である。
【図３】図３は、本発明の一例に従って焼結体として製造された耐磨耗性滑り軸受けの焼
結体組織の例を示す顕微鏡写真である。
【図４】図４は、本発明の一例に従い焼結体として製造された耐磨耗性滑り軸受けの製造
工程の一例を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る滑り軸受け及びその製造方法を、実施形態などを挙げてより詳しく
説明する。
【００３３】
　本発明に係る耐磨耗性滑り軸受けの一例であって、図１に示すようなブッシュ型滑り軸
受け１０は、内径部１１が形成されたボディ１２を備え、前記ボディ１２の内径部１１に
は、軸２０が回転自在に挿入される。
【００３４】
　具体的には、本発明の一例による滑り軸受けは、全質量に対して、銅（Ｃｕ）７質量％
～２０質量％、錫（Ｓｎ）１質量％～７質量％、炭素（Ｃ）０．２質量％～２．０質量％
、ニッケル（Ｎｉ）０．３質量％～４質量％、ホウ素（Ｂ）０．０１質量％～０．４質量
％及び残量の鉄（Ｆｅ）を含む滑り軸受け用組成物を焼結して製造される焼結体の形態を
有する。
【００３５】
　本発明の好適な一例によれば、前記滑り軸受け用組成物は、全質量に対して、クロム（
Ｃｒ）０．０２質量％～０．６質量％、モリブデン（Ｍｏ）０．０５質量％～０．５質量
％、バナジウム（Ｖ）０．０１質量％～０．３質量％、タングステン（Ｗ）０．０５質量
％～０．５質量％、マンガン（Ｍｎ）０．０１質量％～０．０５質量％及びシリコン（Ｓ
ｉ）０．０２質量％～０．２質量％からなる群から選択される少なくとも１種を更に含む
ことができる。
【００３６】
　本発明において、前記構成成分である、銅（Ｃｕ）、錫（Ｓｎ）、炭素（Ｃ）、ニッケ
ル（Ｎｉ）、ホウ素（Ｂ）、鉄（Ｆｅ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナジ
ウム（Ｖ）、タングステン（Ｗ）、マンガン（Ｍｎ）及びシリコン（Ｓｉ）は、粉末状で
使用されるが、それぞれの市販品を購入して使用することができる。上記の構成成分は、
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別々の粉末として使用してもよく、２つ以上の成分が合金形態で存在する合金粉末を購入
して使用してもよい。合金粉末を使用する場合は、合金粉末における各成分の比率を計算
して成分別に添加量を決定する必要がある。
【００３７】
　前記滑り軸受け１０を焼結するための組成物については、各成分を粉末状にしてそれぞ
れの質量比で用意した後、成形及び焼結して前記滑り軸受け１０を製造することができる
。
【００３８】
　本発明の滑り軸受けは、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）及び錫（Ｓｎ）を主材にした軸受けで
あることができる。
【００３９】
　鉄（Ｆｅ）は、本発明に係る滑り軸受けの主材料である。
【００４０】
　銅（Ｃｕ）は、鉄（Ｆｅ）系の焼結合金に添加され、鉄（Ｆｅ）粉末の結合剤としての
役割を果たすと共に低摩擦特性を維持させる役割を果たす。前記銅の含量が７質量％を下
回る場合は、低摩擦特性が悪化し、２０質量％を上回る場合は、焼結体の硬度が低くなる
可能性がある。
【００４１】
　前記錫（Ｓｎ）は、軟質の銅（Ｃｕ）及び鉄（Ｆｅ）の主材粒子の緻密化及び合金化を
維持する役割を果たすと共に、焼結時、銅（Ｃｕ）と反応して液状となった後、銅－錫（
Ｃｕ－Ｓｎ）間の金属間化合物を形成させて軟質の銅（Ｃｕ）を強化させる。錫（Ｓｎ）
の含量は、銅の含量とも関連があり、錫（Ｓｎ）の含量は、合金の緻密化及び合金化、焼
結性、強度などを考慮して、粉末の総質量に対して、１質量％～７質量％程度であっても
よい。
【００４２】
　また、焼結体内にＣｕ－Ｓｎ間の金属間化合物を生成させるためには、錫（Ｓｎ）を銅
－錫（Ｃｕ－Ｓｎ）合金の形態で添加することが効率的である。即ち、本発明の好適な一
例によれば、前記錫（Ｓｎ）は、銅と錫との合金（Ｃｕ－Ｓｎ）粉末形態で含まれること
ができる。前記銅と錫との合金（Ｃｕ－Ｓｎ）粉末においては、錫（Ｓｎ）の含量が２５
質量％～５０質量％であってもよい。
【００４３】
　錫（Ｓｎ）は、その含量が少ないため、銅－錫合金により十分量が供給されるが、銅（
Ｃｕ）は、銅－錫合金により十分量が供給されないことがあり得る。銅－錫合金により銅
が十分に供給されない場合は、銅粉末を別に添加したり、銅と他の金属との合金を添加す
ることもできる。
【００４４】
　また、銅（Ｃｕ）粉末と銅－錫（Ｃｕ－Ｓｎ）合金粉末との合計含量が、粉末の総質量
に対して、２７質量％を上回ると、鉄（Ｆｅ）粒子の含量低下による硬度低下が発生する
ことがあり、また、銅（Ｃｕ）粉末と銅－錫（Ｃｕ－Ｓｎ）合金粉末との合計含量が８質
量％を下回ると、鉄（Ｆｅ）粒子の緻密化及び合金化が低下し、剛性が低下する可能性が
ある。したがって、銅（Ｃｕ）粉末と銅－錫（Ｃｕ－Ｓｎ）合金粉末との合計含量は、粉
末の総質量に対して、８質量％～２７質量％の範囲であることが好ましい。
【００４５】
　ニッケル（Ｎｉ）は、軸の主材料であるといえる鉄系材料との低摩擦特性に優れている
。ニッケル（Ｎｉ）の含量が０．３質量％を下回る場合は、その量が十分でないため、低
摩擦特性が十分に得られなくなり、４質量％を上回る場合は、鉄（Ｆｅ）と銅（Ｃｕ）及
び鉄（Ｆｅ）と銅－錫（Ｃｕ－Ｓｎ）合金との緻密化及び合金化が妨げられ、焼結密度が
低下することがある。なお、前記ニッケル（Ｎｉ）は、ニッケル単独成分の粉末形態で使
用されてもよく、他の成分、例えば、ホウ素（Ｂ）、クロム（Ｃｒ）、シリコン（Ｓｉ）
などとの合金粉末の形態で使用されてもよい。合金粉末の形態で使用される場合は、焼結
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性が向上することがある。
【００４６】
　ホウ素（Ｂ）は、硬度を強化させる強化粒子であるホウ化物を形成する成分である。こ
のホウ素（Ｂ）の含量が０．０１質量％を下回る場合は、ホウ化物の形成が十分に行われ
なくなり、０．４質量％を上回る場合は、材料自体が脆性になって、得られる焼結体の面
圧特性が低下する。前記ホウ素（Ｂ）は、ホウ素（Ｂ）単独の粉末状に使用されてもよく
、本発明の好適な一例によれば、焼結過程で分解してホウ素（Ｂ）を提供し得るクロム（
Ｃｒ）、シリコン（Ｓｉ）、ニッケル（Ｎｉ）との合金粉末の形態で使用されてもよい。
場合によっては、Ｂ４Ｃ等の炭化物又は他のホウ化物の形態で製造されることができる。
即ち、前記ホウ素（Ｂ）は、ホウ素単独、Ｂ４Ｃ形態の炭化物、Ｂ－Ｎｉ形態のホウ化物
、Ｂ－Ｃｒ形態のホウ化物及びＢ－Ｓｉ形態のホウ化物からなる選択される少なくとも１
つの形態で提供されてもよい。
【００４７】
　前記炭素（Ｃ）は、通常、黒鉛として提供されてもよく、一部は炭化物として提供され
てもよい。前記炭素（Ｃ）は、固体の鉄（Ｆｅ）に添加して加熱により鉄を硬化させるた
めに添加されるものである。その含量が０．２質量％を下回ると、熱処理による固溶硬化
の効果が非常に小さく、２質量％を上回ると、焼結過程において黒鉛状態で残留し、焼結
に悪影響を与えることがある。
【００４８】
　クロム（Ｃｒ）とシリコン（Ｓｉ）は、前記ニッケル（Ｎｉ）及びホウ素（Ｂ）との合
金を形成することで合金粉末形態で添加されることができる。
【００４９】
　前記クロム（Ｃｒ）は、微細炭化物を形成させる元素であって、０．０２質量％未満の
量で添加されると、その効果が非常に小さく、０．６質量％を超えて添加されると、材料
が脆性になる可能性がある。
【００５０】
　前記シリコン（Ｓｉ）は、前記ニッケル（Ｎｉ）、ホウ素（Ｂ）、クロム（Ｃｒ）など
と混合して合金粉末を製造する際、その溶融温度を下げる役割を果し、それで、粉末を円
滑に製造するために添加される。本発明の好適な一例において、粉末製造のためには、滑
り軸受け焼結用組成物の総質量に対して、０．０２質量％～０．２質量％が添加されるこ
とが好ましい。
【００５１】
　クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、タングステン（Ｗ）、マン
ガン（Ｍｎ）、シリコン（Ｓｉ）粉末は、工具鋼粉末に分類され、これらは、鉄（Ｆｅ）
粒子のみからなるマトリックスのマルテンサイトに比べてより硬質な粒子であって、鉄（
Ｆｅ）を主材とした合金に添加して分散させることによってマトリックスの塑性変形を低
減させると共に耐磨耗性を向上させる役割を果たすことができる。なお、前記工具鋼粉末
の含量範囲は、硬度上昇、耐磨耗性の効果、焼結性などを考慮して定められ、その含量が
範囲を下回る場合は、硬度及び耐磨耗性の向上が十分でなく、その含量が範囲を上回る場
合は、含量が大きくなるほど軸受けの相対材を攻撃する特性が大きくなり、更には、焼結
性能の低下を招来する。
【００５２】
　図２及び図３には、本発明の一例に従って焼結体の形態で製造された滑り軸受けの内部
組織を金属顕微鏡で撮影した写真が示されている。同図から、前記焼結体３０には、相対
材である軸の主材料の鉄系合金との摩擦特性に優れたニッケル（Ｎｉ）系材質が含まれた
Ｎｉ－Ｆｅ系の合金３１、高硬度を形成させるホウ化物３２、多数の気孔３４及びＣｕ－
Ｓｎの金属間化合物３５が形成されていることがわかる。場合によっては、硬質合金３６
が含まれることがある。
【００５３】
　前記焼結体３０に形成された多数の気孔３４は、潤滑油を含浸させるための空間として
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機能し、このような気孔は、粉末組成物の成形及び焼結過程で形成される。この気孔３４
に潤滑油が含浸されることで、軸受けがより優れた潤滑特性を得ることができる。このよ
うな潤滑油には、耐磨耗性極圧性添加剤を更に添加することができ、また、固体潤滑剤を
更に含むことができる。このような耐磨耗性極圧性添加剤又は固体潤滑剤によって軸受け
の潤滑特性を向上させることができる。
【００５４】
　本発明の好適な一例によれば、前記滑り軸受けには、軸受けの総体積に対して、１５体
積％～２５体積％程度の気孔が形成されることができ、その結果、前記軸受けは、軸受け
の全体積に対して、１５体積％～２５体積％程度の潤滑油を含むことができる。
【００５５】
　前記気孔が、軸受けの全体積に対して１５体積％未満である場合は、十分量の潤滑油を
含むことができなくなり、気孔が２５体積％を超える場合は、軸受けの硬度が低下して摩
擦磨耗による塑性変形が発生し、軸受けの破損が引き起こされることがある。
【００５６】
　本発明の好適な一例によれば、潤滑油として、動粘度が４０℃で８０ｃＳｔ～１，００
０ｃＳｔ、より好ましくは、８０ｃＳｔ～２４０ｃＳｔ程度の範囲を有し、１５０～２８
０の粘度指数を有するものを使用することができる。動粘度が８０ｃＳｔを下回ると、べ
たつきがひどくなって軸受けに適用した場合に潤滑油の摩擦面への流れ込みが円滑に行わ
れない。また、粘度が１，０００ｃＳｔを上回ると、薄すぎて気孔内に止まらなくなる。
粘度は、好ましくは、２４０ｃＳｔ以下である。
【００５７】
　また、本発明の滑り軸受けにおいては、含浸される潤滑油の粘度指数を高くすることに
より、潤滑油の含浸された軸受け１０が、過酷な環境下、例えば、３ｋｇｆ／ｍｍ２～８
ｋｇｆ／ｍｍ２程度の高表面圧及び０．５ｃｍ／ｓｅｃ～８ｃｍ／ｓｅｃ程度の低速条件
下での使用によって温度が急に上昇しても、潤滑油は、一定の粘度を維持することができ
る。
【００５８】
　特に、高温条件下でも一定の粘度が維持されると、滑り軸受け１０の温度が急に上昇し
ても滑り軸受け１０の摩擦特性及び耐磨耗性の低下が発生しない。また、高温条件下でも
潤滑油が一定の粘度を維持することで、軸受け１０の温度が急に上昇しても潤滑油が軸受
け１０の気孔３４から漏れ出すことがなく、一時的に漏れた場合でも気孔３４に含浸され
るようになる。このように、潤滑油が軸受け１０の気孔３４から漏れ出すことがないので
、潤滑油の含浸時間が長くなり、潤滑油の給油周期を延長させることができる。
【００５９】
　なお、前記潤滑油には、金属表面と反応して薄い被膜を形成する作用をする耐磨耗性極
圧性添加剤を添加することができる。前記耐磨耗極圧性添加剤は、軸２０の表面と反応し
て薄い被膜を形成することで、軸２０と軸受け１０との直接的な接触が防止される。特に
、軸２０と軸受け１０との直接的な接触を防止することで、軸２０と軸受け１０との摩擦
抵抗が著しく減少し、軸２０と軸受け１０との摩擦抵抗が著しく減少することで、軸受け
１０の耐磨耗性能が向上する効果が得られる。本発明では、前記耐磨耗極圧性添加剤とし
て、例えば、ジチオリン酸亜鉛、リン酸アミン、ジチオカルバメート、硫黄化合物、リン
化合物及びホウ素化合物からなる群から選択される少なくとも１種を使用することができ
る。本発明の好適な一例によれば、前記耐磨耗極圧性添加剤は、含浸される潤滑油の総体
積に対して０．４体積％～６．８体積％添加されることができる。
【００６０】
　また、前記潤滑油には、固体潤滑剤を更に含むことができる。前記固体潤滑剤は、粒子
結晶自体の内部滑り性、粒子間の滑り性及び粒子と摩擦面との滑り性などによって潤滑作
用を行い得る固体粉末又は鱗状固体状態の潤滑剤である。このような固体潤滑剤としては
、例えば、黒鉛、二硫化モリブデン（ＭｏＳ２）のような硫化物系又はポリテトラフルオ
ロエチレン、テフロン（登録商標）などのような樹脂系のものが挙げられ、これらのいず
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れか１つ以上を選択して使用することができる。なお、このような固体潤滑剤の効果を得
るためには、含浸される潤滑油の総体積に対して１．５体積％～２５体積％の固体潤滑剤
を添加することが好ましい。
【００６１】
　本発明の滑り軸受けを製造するための製造工程については、図４に基づいて説明する。
【００６２】
　先ず、滑り軸受け組成物用粉末を用意する。具体的には、全質量に対して、銅（Ｃｕ）
７質量％～２０質量％、錫（Ｓｎ）１質量％～７質量％、炭素（Ｃ）０．２質量％～２．
０質量％、ニッケル（Ｎｉ）０．３質量％～４質量％、ホウ素（Ｂ）０．０１質量％～０
．４質量％及び残量の鉄（Ｆｅ）を粉末状にして用意する。
【００６３】
　必要によっては、前記粉末の総質量に対して、クロム（Ｃｒ）０．０２質量％～０．６
質量％、モリブデン（Ｍｏ）０．０５質量％～０．５質量％、バナジウム（Ｖ）０．０１
質量％～０．３質量％、タングステン（Ｗ）０．０５質量％～０．５質量％、マンガン（
Ｍｎ）０．０１質量％～０．０５質量％及びシリコン（Ｓｉ）０．０２質量％～０．２質
量％からなる群から選択される少なくとも１つの粉末を更に用意して使用することができ
る。
【００６４】
　上記の成分としては、市販の粉末状製品を使用することができる。なお、この粉末製品
は、それぞれの成分を別に購入して使用してもよく、合金形態の粉末を使用してもよい。
合金形態の粉末を使用する場合、合金に含まれた各成分の含量を考慮して各構成成分の含
量を計算する必要がある。
【００６５】
　例えば、Ｎｉ、Ｓｉ、Ｂ及びＣｒは、２つ以上の成分の合金となっている種々の市販の
粉末状合金製品を使用することができる。錫（Ｓｎ）としては、粉末状のＣｕ－Ｓｎ合金
を使用することができ、場合によっては、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｗ、Ｍｎ、Ｓｉが更に添加さ
れた合金形態の粉末状製品を使用することもできる。
【００６６】
　このように調製した粉末を、湿式又は乾式混合法を用いて混合した後（Ｓ２０）、加圧
工程において成形体を製造する（Ｓ３０）。
【００６７】
　なお、前記成形体の形状としては、特に制限はなく、スライドする相対材の形状に合わ
せて成形すればよい。例えば、ブッシュ型滑り軸受けを製造する場合は、環状のブッシュ
形態で成形体を製造することができる。但し、製品の特性上、気孔率が１５％～２５％と
なり得るように加圧する必要がある。この時、適用される加圧圧力は、３００ｋｇ／ｃｍ
２～５，０００ｋｇ／ｃｍ２である。
【００６８】
　次に、前記成形体は、酸化を防止するため、真空又はガス雰囲気下で１，０００℃～１
，１５０℃の温度で１５分間～５０分間加熱して焼結することにより、焼結体を製造する
（Ｓ４０）。
【００６９】
　次に、得られた焼結体を、浸炭熱処理、窒化熱処理及び高周波熱処理からなる群から選
択される少なくとも１つの熱処理方法で微細組織を硬化させる（Ｓ５０）。
【００７０】
　次いで、硬化された前記焼結体に潤滑油を真空含浸させる（Ｓ６０）。
【００７１】
　本発明によって焼結体の形態で製造された滑り軸受けは、高表面圧及び高温の条件下に
おいても、塑性変形の防止及び低摩擦特性が維持されるため、給油周期が延長されること
ができる。
【００７２】
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　また、前記焼結体を内径部とし、外径部を金属系母材と接合した状態で使用しても、ピ
ン又はシャフトと接触する箇所が同様な焼結体である場合、同様な効果が得られる。
【実施例】
【００７３】
　以下、実施例及び試験例を挙げて本発明をより詳しく説明する。
【００７４】
　＜実施例１～３及び比較例１～７＞　滑り軸受けの製造
　下記の表１に示す組成で滑り軸受け用組成物粉末を用意し、ステアリン酸系の潤滑剤を
用いて粉末を混合した後、３，０００ｋｇ／ｃｍ２の圧力で加圧して環状のブッシュ型成
形体を製造した。表１に記載の成分粉末は、いずれも市販品を使用した。例えば、鉄粉末
としては、ホガナス（Ｈｏｇａｎａｓ）社製の粉末、銅と銅－錫合金（Ｃｕ３０Ｓｎ；錫
が３０質量％含有された銅－錫合金）としては、（株）昌星製の粉末、Ｃとしては、市販
の黒鉛製品、ＮｉとＢは、ホガナス社製のＢ－Ｎｉ製品、Ｓｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｗ、Ｍ
ｎは、工具鋼粉末を使用した。
【００７５】
　この時、実施例１～３及び比較例１～７の成形体を２つずつ製造し、それぞれグループ
１とグループ２とに区分した。
【００７６】
　次いで、前記成形体をガス雰囲気の炉で１，１００℃の温度で２５分間同様に加熱して
焼結することで焼結体を製造した。１，１００℃の焼結温度及び維持時間は、実施例１～
３及び比較例１～７のいずれの試料に対しても適合した。
【００７７】
　この時、前記１，１００℃の温度で焼結した後、前記実施例１～３及び比較例１～７の
焼結体をそれぞれ２グループに分け、１つのグループでは、９００℃で浸炭熱処理を施し
、もう１つのグループでは浸炭熱処理を施さなかった。
【００７８】
【表１】

【００７９】
＜試験例１＞　硬度測定
　上記の実施例１～３及び比較例１～７で製造したブッシュ型軸受けに対して硬度を測定
した。硬度の測定は、通常の焼結体の硬度測定に使用される硬度測定器を用いて行った。
なお、前記実施例１～３及び比較例１～７において、焼結後、９００℃で浸炭熱処理を行
ったグループと前記浸炭熱処理を行わなかったグループとを別々に硬度測定を行った。そ
の結果を表２に示す。
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【００８０】
【表２】

【００８１】
　比較例１では、従来の組成でＦｅのマトリックスを強化させる合金ではあるが、Ｃｕを
強化させるＳｎが含まれていないため、硬度が非常に低い。
【００８２】
　比較例２では、従来の組成にＮｉとＢの粉末が含まれているが、Ｂの拡散によるホウ化
物の形成で、硬度が比較例１に比べては向上したが、Ｓｎが含まれていないため、硬度上
昇幅が非常に小さい。
【００８３】
　比較例３では、Ｃｕ－Ｓｎ合金粉末及びＮｉとＢとの粉末が含まれているが、Ｃｕ－Ｓ
ｎ合金の量が多すぎるため、Ｆｅの含量が低くなり、結果として硬度が低下した。
【００８４】
　比較例４では、Ｃｕ－Ｓｎ合金粉末及びＮｉとＢとの粉末が含まれていて硬度が上昇し
たが、Ｎｉの含量が低く、Ｎｉ－Ｂの混合量が少ないため、硬度の上昇幅が小さい。
【００８５】
　比較例５では、Ｃｕ－Ｓｎ合金粉末及びＮｉとＢとの粉末が含まれていて硬度が上昇し
たが、ＮｉとＢの含量が高いため、気孔の形成が十分でなく、脆性が発生した。
【００８６】
　比較例６では、Ｃｕ－Ｓｎ合金粉末と、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｗ、Ｍｎ及びＳｉの粉末とが
含まれていて硬度が上昇したが、ＮｉとＢが含まれていないため、硬度の上昇は小さい。
【００８７】
　比較例７では、Ｃｕ－Ｓｎ合金粉末及びＮｉとＢとの粉末に加え、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｗ
、Ｍｎ及びＳｉの粉末が含まれていて硬度が上昇したが、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｗ及びＭｎ含
量が多すぎるため、焼結性が低下し、結果として気孔の形成が十分でなかった。
【００８８】
　以上のように、本発明に係る実施例１～３では、各粉末の特性が発揮され、比較例１～
７に比べて優れた硬度及び適切な気孔が得られた。
【００８９】
　また、上記の試験結果から分かるように、浸炭熱処理前に比べて浸炭熱処理後は、遥か
に優れた硬度が得られる。したがって、本発明の組成では、浸炭熱処理工程のような硬化
熱処理を行った後は、荷重支え力に優れながらも高表面圧でも塑性変形が防止できること
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【００９０】
＜試験例２＞　摩擦磨耗特性試験
　上記の実施例１～３及び比較例１～７で製造されたブッシュ型滑り軸受けに対して摩擦
磨耗特性試験を行った。前記摩擦磨耗特性試験は、上記で得られた軸受けをブッシュとし
て使用し、その内部にピンを取り付けて試験を行う専用試験機を用いて摩擦係数を測定し
た。焼着現象が発生し、摩擦係数が０．３以上となる周期を給油周期と設定した。また、
磨耗量は、試験完了後、軸受け内部の表面粗さを測定して高さ差異で評価した。
【００９１】
　摩擦磨耗特性試験は、前記実施例１～３及び比較例１～７で製造されたグループのうち
、焼結後、９００℃で浸炭熱処理を行ったグループのみに対して行った。具体的に、試験
条件として、高表面圧条件は、通常のブッシュ使用条件である、２ｋｇ／ｃｍ２～５ｋｇ
／ｃｍ２より高い１０ｋｇ／ｃｍ２の圧力を維持しながら行った。速度は、５ｃｍ／ｓｅ
ｃにした。使用温度は、グリースの粘度を一定に維持した状態で、効果を把握するため、
５０℃に維持した。グリースとしては、リチウム系のグリースを用いて、試験前に１回の
み注入した。
【００９２】
　表３には、上記の試験条件で焼結体自体の磨耗量と給油周期を評価するため、潤滑油を
含浸しないで行った試験結果が示されている。
【００９３】
【表３】

【００９４】
　表４には、上記の試験条件において、潤滑油の含浸、耐磨耗性極圧性添加剤及び固体潤
滑剤の使用による試験結果が示されている。本試験において、潤滑油としては、動粘度２
２１ｃＳｔ及び６００ｃＳｔの鉱油を使用し、耐磨耗性極圧性添加剤としては、ジチオリ
ン酸亜鉛を、固体潤滑剤としては、二硫化モリブデン（ＭｏＳ２）を使用した。
【００９５】
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【表４】

【００９６】
　上記の表３及び４に示す試験結果によれば、本発明に係る軸受けでは、従来の軸受けで
ある比較例１などの軸受けに比べて遥かに優れた耐磨耗特性を示し、給油周期が長くなり
、給油周期向上の効果が得られた。
【００９７】
　特に、表４から分かるように、実施例１と比較例１との試験結果を比較すると、比較例
１の軸受けは、潤滑油、耐磨耗性極圧性添加剤及び固体潤滑剤が添加されているにもかか
わらず、潤滑油、耐磨耗性極圧性添加剤及び固体潤滑剤が添加されていない本発明の実施
例１で製造された軸受けに比べて、給油周期が短い。
【００９８】
　また、本発明の実施例１では、潤滑油、耐磨耗性極圧性添加剤及び固体潤滑剤を添加し
た場合、給油周期が長くなった。なお、添加される潤滑油としては、合成油と耐磨耗極圧
性添加剤としてリン酸アミン、ジチオカルバメート及び硫黄化合物、並びに固体潤滑剤と
して黒鉛（Ｃ）など、上記の成分の他、他の成分によっても効果が得られることはいうま
でもない。
【００９９】
　したがって、本発明に係る軸受け焼結体によって製造された軸受けを使用すると、鉄系
材質である軸との摩擦特性が改善されると共に、焼結体のマトリックスであるＦｅ粒子に
は、高強度のホウ化物が形成され、Ｃｕには、Ｃｕ－Ｓｎ金属間化合物が形成され、これ
によって、高表面圧でも塑性変形が防止される。また、硬質合金を一定量添加する場合、
他の組成との組み合わせで硬度及び摩擦性能を更に向上することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、滑り軸受けの製造に適用され、本発明に係る軸受けは、種々の機械に適用で
きる。
【符号の説明】
【０１０１】
　　　１０　　　軸受け
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　　　１１　　　内径部
　　　１２　　　ボディ
　　　２０　　　軸
　　　３０　　　焼結体
　　　３１　　　Ｎｉ－Ｆｅ系合金
　　　３２　　　ホウ化物
　　　３３　　　Ｃｕ
　　　３４　　　気孔
　　　３５　　　Ｃｕ－Ｓｎの金属間化合物
　　　３６　　　軟質合金
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